
発達の遅れが気になるお子さんのために

身体障害者手帳
問 障がい福祉課　障がい福祉係　☎21-2203

　身体障がい児が各種サービスを受ける
ために必要な手帳です。
　上肢・下肢・体幹・目・耳・平衡・音声・言
語・そしゃく・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこ
う・直腸・小腸・免疫・肝臓等に障がいがあ
るため、日常生活に著しい制限を受けてい
る児童が交付対象です。
※1級（重度）から6級（軽度）に区分されます。

療育手帳
問 障がい福祉課　障がい福祉係　☎21-2203

　知的障がい児が各種サービスを受ける
ために必要な手帳です。
　県南児童相談所において、心身の発達、
日常の生活、行動、知的能力、社会性などを
心理・社会・医学的に診断し判定します。
※A1（最重度）からB2（軽度）に区分されます。

精神障害者保健福祉手帳
問 障がい福祉課　障がい福祉係　☎21-2203
一定の精神障がいの状態にある児童が各

種サービスを受けるために必要な手帳です。
※1級（重度）から3級（軽度）に区分されます。

児童発達支援

　就学前のお子さんに、日常生活における
基本的な動作の指導、集団生活への適応訓
練などを行います。
　民間事業者が設置する施設でサービス
が受けられます。
　利用者負担があります。（3歳になって初
めての4月1日から3年間は無償になりま
す。）

短期入所

　家庭において児童の介護が一時的に困
難になった場合、施設へ短期間入所して、
適切な支援が受けられます。
※利用者負担があります。

放課後等デイサービス

　就学している児童に、生活能力向上の訓
練、社会との交流促進などを放課後や休日
に行います。
　民間事業者が設置する施設でサービス
が受けられます。
※利用者負担があります。

手帳の交付について
問 障がい福祉課　障がい支援係　☎21-2205
各種サービス
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手当と助成

　在宅の心身に重度の障がいがある20歳
未満の方に月額16,560円を支給します。
※認定個別基準および所得制限があります。

障害児福祉手当
問 障がい福祉課　障がい福祉係　☎21-2203

　通院により精神疾患の治療を受けてい
る方に対し、医療費の一部を助成します。

自立支援医療（精神通院）
問 障がい福祉課　障がい福祉係　☎21-2203

在宅の心身に障がいがある20歳未満の方
の養育者に、月額58,450円または38,930円
を支給します。
※認定個別基準および所得制限があります。

特別児童扶養手当
問 障がい福祉課　障がい福祉係　☎21-2203 　栃木県が交付する、特定医療費（指定難

病）受給者証、一般特定疾患医療受給者証、
小児慢性特定疾病医療費受給者証または
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証
をお持ちの方に対し、月額3,000円を支給
します。

特定疾患者介護手当
問 障がい福祉課　障がい福祉係　☎21-2203

　市内に住所を有する18歳未満の方の身
体の障がい、または放置すると将来障がい
を残すと認められる疾患に対して、指定医
療機関において受けた医療費の一部を助
成します。
※ 対象となる障がいまたは疾患、医療機関、治
療方針が定められています。
※ 原則として事前の申請が必要で、所得制限
があります。

自立支援医療（育成医療）
問 障がい福祉課　障がい福祉係　☎21-2203

　在宅の心身に重度の障がいがある20歳
未満の方の養育者に、月額3,000円を支給
します。
※認定個別基準および所得制限があります。

重度障がい児支援手当
問 障がい福祉課　障がい福祉係　☎21-2203
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軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成
問 障がい福祉課　障がい福祉係　☎21-2203

　両耳の聴力レベルが原則として30dB以
上70dB未満であり、身体障害者手帳の交
付対象とならず、補聴器の装用が必要であ
ると医師の診断を受けている18歳未満の
方に対し、補聴器購入費用の一部を助成し
ます。

その他
問 障がい福祉課　障がい福祉係　☎21-2203

　所持している障害者手帳の程度により、
福祉タクシー利用券の交付や有料道路通
行料金の割引制度等があります。

補装具費助成および日常生活用具の給付
問 障がい福祉課　障がい福祉係　☎21-2203

　身体障害者手帳や小児慢性特定疾病医
療費受給者証を所持している方は、障がい
の部位や程度により、補装具の交付・修理、
日常生活用具の給付を受けることができ
ます。 税金の控除等

問 �税務課　税政係　　☎21-2261� �
税務課　市民税係　☎21-2265

　身体障害者手帳等を所持している場合、
所得税および住民税の所得控除が受けら
れます。また、障がいの等級等により軽自
動車税の減免が受けられる場合がありま
す。

栃木市障がい児者相談支援センター

　栃木市障がい児者相談支援センターは、栃木市にお住まいの障がいがある方、そのご家
族の相談窓口です。
　障がい福祉サービスの利用や生活のこと、その他福祉制度について、専門の職員がご相
談に応じます。障がいの種別や手帳の有無は問いませんので、まずはお気軽にご相談くだ
さい。

問 障がい福祉課　障がい児者相談支援センター係　☎21-2219・2235・2236・2208
相談したいときは
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